
 

 

 

  

 

    基本チェックリストによる生活機能低下該当要件 

 

＊以下の１～７のいずれかに該当する者 

１、質問項目№1～20 までの 20 項目のうち 10 項目以上に該当 

２、質問項目№6～10 までの５項目のうち３項目以上に該当 

３、質問項目№11～12 の２項目のすべてに該当 

４、質問項目№13～15 までの３項目のうち２項目以上に該当 

５、質問項目№16 に該当 

６、質問項目№18～20 までの３項目のうちいずれか１項目以上に該当 

７、質問項目№21～25 までの５項目のうち２項目以上に該当 

 

（注１） 

 該当（No.12 を除く）とは、基本チェックリスト回答が「1.はい」又は「1.いいえ」 

 に該当することをいう。 

（注２） 

 No.12 における該当は、ＢＭＩ＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)が 18.5 未満の場合を 

 いう。 
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